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自由民主党「海運・造船対策特別委員会、海事立国推進議員連盟」合同会議 

～令和 2 年度税制改正要望について説明～ 
 

一般社団法人日本船主協会 
 
令和 2 年度税制改正要望に関して、自由民主党の「海運・造船対策特別委員会（委員長：村上

誠一郎衆議院議員）」および「海事立国推進議員連盟（会長：衛藤征士郎衆議院議員、事務局長：

盛山正仁衆議院議員）」の合同会議が 2019 年 11 月 14 日に開催され、国会議員約 40 名が出席す

るとともに、海事関係諸団体、国土交通省海事局幹部が列席した。会議は盛山事務局長の進行で

行われ、冒頭、村上委員長および衛藤会長から夫々挨拶があった。 
その後、海事局から税制改正要望に関する説明がなされるとともに、海運業界（当協会、日本

旅客船協会、日本内航海運組合総連合会）および造船業界（日本造船工業会、日本中小型造船工

業会）から要望がなされた。最後に当協会重点要望の内容を含む「令和 2 年度海事産業を支える

予算・税制に関する決議」（添付）が全会一致で採択され、追って調整のうえ、矢野康治財務省主

税局長に申し入れることが確認された。 
当協会からは中島孝副会長および小野芳清理事長が出席し、令和 2 年度税制改正要望である「外

航船舶の圧縮記帳（買換特例）」および「国際船舶の登録免許税の特例措置」の延長について、日本

商船隊の国際競争力の維持および造船業を中心とした関連する海事産業振興の観点から要望した。 
当協会では、今後も関係方面に対して税制改正要望の実現に向けた働きかけを行っていく。 

        
 
 
     
 
 
 
 
 

会議の模様 

以上 
 

（左）村上委員長／（中央）衛藤会長／（右）盛山事務局長 
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面
を
海
に
囲
ま
れ
た
海
洋
国
家
で
あ
る
我
が
国
に
と
つ
て
、
海
運
・
造
船
を
は
じ
め
と
す

る
海
事
産
業
の
果
た
し
て
い
る
役
割
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
安
定
的
な
海
上
輸
送
を
担
う
海

運
業
は
、
我
が
国
の
経
済
や
国
民
の
暮
ら
し
を
支
え
、
海
運
に
船
舶
を
供
給
す
る
造
船
業
・
舶

用
工
業
は
、
裾
野
の
広
い
労
働
集
約
型
産
業
と
し
て
、
地
域
の
経
済
・
雇
用
に
大
き
く
貢
献
し

て
い
る
。
強
い
経
済
、
地
方
創
生
に
寄
与
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
海
事
産
業
に
課
せ
ら
れ
た

大
き
な
使
命
と
言
え
る
。

　
他
方
、
昨
今
の
海
運
や
造
船
を
取
り
巻
く
状
況
に
目
を
向
け
る
と
、
外
航
海
運
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
、
安
定
的
な
国
際
海
上
輸
送
の
確
保
や
国
際
競
争
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
造
船
分
野
で
は
、
国
際
競
争
が
激
化
す
る
中
、
市
場
を
歪
曲
す
る
韓
国
の
自
国
造
船
業

に

対
す

る
公
的
支
援
に
つ
い
て
、
W
T
O
協
定
に
基
づ
く
紛
争
解
決
手
続
に
則
っ
た
対
応
を
実

施

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
公
正
な
競
争
環
境
の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
中
小
企
業
が

大
層
を
占
め
る
国
内
海
運
に
お
い
て
は
、
輸
送
量
の
減
少
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
な
ど
の

影
響
も
受
け
、
各
企
業
は
厳
し
い
経
営
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
併
せ
て
、
I
C
T
の
取
り
入

れ
に

よ
る
海
事
生
産
性
革
命
の
推
進
、
自
動
運
航
船
の
実
現
、
S
O
x
規
制
へ
の
対
応
等
の
取

組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
海
事
産
業
を
支
え
る
予
算
・
税
制
に
つ
い
て
も
、

着
実
な
措
置
を
講
じ
、
海
事
産
業
の
一
層
の
発
展
の
た
め
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
理
由
に
よ
り
、
海
運
・
造
船
対
策
特
別
委
員
会
及
び
海
事
立
国
推
進
議
員
連
盟
は
、

海
事
産
業
を
支
え
る
予
算
・
税
制
措
置
の
重
要
性
を
再
確
認
し
、
次
の
事
項
を
決
議
す
る
。

一．

海
上
運
送
業
に
お
け
る
特
定
の
事
業
用
資
産
の
買
換
特
例
に
つ
い
て
は
、
船
舶
の
代
替
を

　
促
進
し
、
計
画
的
か
つ
安
定
的
な
船
隊
の
維
持
・
整
備
等
を
図
る
た
め
、
特
例
措
置
を
延
長

　
す
る
。

二
．
国
際
船
舶
に
係
る
登
録
免
許
税
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
日
本
商
船
隊
に
お
け
る
国
際

　
船
舶
の
増
加
を
促
進
し
、
外
航
日
本
船
舶
の
国
際
競
争
力
強
化
を
図
る
こ
と
で
、
我
が
国
経

　
済
活
動
を
支
え
る
安
定
的
な
国
際
海
上
輸
送
の
確
保
を
通
じ
た
経
済
安
全
保
障
の
確
立
を
図

　
る
た
め
、
特
例
措
置
を
延
長
す
る
。

三
．
海
運
に
係
る
地
球
温
暖
化
対
策
税
の
還
付
措
置
に
つ
い
て
は
、
輸
送
部
門
に
お
い
て
環
境

　
負
荷
の
少
な
い
大
量
輸
送
機
関
と
し
て
の
海
運
の
活
用
（
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
）
を
推
進
す
る

　
観
点
及
び
公
共
交
通
機
関
と
し
て
国
民
生
活
を
支
え
て
い
る
海
運
の
役
割
に
鑑
み
、
“
∞
遍
付
措

置
を
延
長
す
る
。

四
．
日
本
人
船
員
の
確
保
・
育
成
を
は
じ
め
と
し
て
、
海
事
生
産
性
革
命
の
深
化
、
内
航
海
運

　
活
性
化
の
推
進
、
次
世
代
を
担
う
海
事
人
材
の
確
保
・
育
成
、
海
上
安
全
・
環
境
対
策
の
推

進
、
海
洋
教
育
の
推
進
な
ど
の
海
事
振
興
、
離
島
航
路
の
維
持
等
、
海
事
産
業
を
支
え
る
た

　
め
の
予
算
措
置
の
充
実
を
図
る
。


